
広
島
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号 

 
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
就

労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者 

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス 

事

業

を

行

う

事

業

所 

名

称 

主

た

る

事

務

所 

の

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

指
定
年
月
日 

社
会
福
祉
法
人
江

能
福
祉
会 

江
田
島
市
大
柿
町
飛
渡

瀬
四
〇
二
七
番
地
二
号

ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

お
お
き
み 

江
田
島
市
大
柿
町
大
君

字
泉
二
三
九
六
番
地
三 

平
成
二
二
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
江

能
福
祉
会 

江
田
島
市
大
柿
町
飛
渡

瀬
四
〇
二
七
番
地
二
号

Ｓ
Ｅ
Ｌ
Ｐ
江
能 

江
田
島
市
能
美
町
鹿
川

四
三
一
二
番
地
一 

平
成
二
二
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
備

北
福
祉
会 

三
次
市
君
田
町
東
入
君

二
〇
九
番
地
一 

障
が
い
者
社
会
就

労
セ
ン
タ
ー
君
田

三
次
市
君
田
町
東
入
君

二
三
八
番
地
一 

平
成
二
二
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
優

輝
福
祉
会 

庄
原
市
総
領
町
中
領
家

四
七
六
番
地 

障
害
者
多
機
能
型

事
業
所
ゆ
う
し
ゃ

い
ん
三
次 

三
次
市
畠
敷
町
二
三
八

番
一 

平
成
二
二
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
神

石
よ
つ
ば
会 

神
石
郡
神
石
高
原
町
油

木
甲
五
〇
七
一
番
地
一

ゆ
き
作
業
所 

神
石
郡
神
石
高
原
町
油

木
甲
五
〇
七
一
番
地
一 

平
成
二
二
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
若

葉 

尾
道
市
因
島
大
浜
町
字

倉
谷
新
開
四
二
七
番
地

九 

ド
リ
ー
ム
ズ 

尾
道
市
因
島
重
井
町
五

九
番
地
一 

平
成
二
二
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人 

静
和
会 

府
中
市
土
生
町
一
六
三

六
番
地
一 

発
達
障
害
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー 

未

来
図 

府
中
市
元
町
三
二
〇
番

地 

平
成
二
二
年 

八
月
一
日 

特
定
非
営
利
活
動

法
人 

ぽ
か
ぽ
か 

呉
市
広
駅
前
二
丁
目
七

番
三
八
号 

ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
ト

ぽ
か
ぽ
か 

呉
市
広
本
町
一
丁
目
七

番
二
九
号 

平
成
二
二
年 

一
二
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人 

静
和
会 

府
中
市
土
生
町
一
六
三

六
番
地
一 

あ
す
な
ろ
作
業
所

府
中
市
上
下
町
水
永
六

九
番
二 

平
成
二
二
年 

一
二
月
一
日 

一
般
社
団
法
人 

く
れ
健
康
福
祉
協

会 

呉
市
安
浦
町
大
字
三
津

口
字
高
須
三
二
六
番
地

一
九 

く
れ
健
康
福
祉
セ

ン
タ
ー 

呉
市
安
浦
町
大
字
三
津

口
字
高
須
三
二
六
番
地

一
九 

平
成
二
三
年 

三
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人 

あ
け
ぼ
の 

三
原
市
深
町
四
八
〇
番

地
一 

ピ
ッ
コ
ロ 

三
原
市
深
町
四
八
〇
番

地
一 

平
成
二
三
年 

三
月
一
日 

 


